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第４章 関係機関との連携・協力 
 

１１  被被害害者者をを支支援援すするる関関係係機機関関ととのの連連携携・・協協力力のの仕仕組組みみ  

  

 

  

  

保保護護

申申立立  
 

命命令令  

加害者 

西之表市 地方裁判所 鹿児島県 

配偶者暴力相談支援センター 

女性相談センター 

男女共同参画センター 

熊毛支庁保健福祉環境部 

種子島警察署 

保保護護  

保護 

被被      害害      者者  

一時保護 
・母子生活支援施設 

 ・婦人保護施設 

相相談談  
 

支支援援  

市民、民生委員・児童委員、 

人権擁護委員、自治会長、 

医療機関、職場、学校等 

相相談談  
 

相相談談  
 

自立に向けた情報提供 
・母子生活支援施設への入所手続 

（福祉事務所） 
 ・婦人保護施設入所との連携 

（福祉事務所） 
 ・庁内連絡会議の開催 

（個別ケース会議） 

福祉サービス 
・母子寡婦福祉資金（福祉事務所） 

 ・生活保護、障がい者支援 
（福祉事務所） 

 ・高齢者支援（高齢者支援課） 

法律相談の支援・法的手続等支援 
・無料法律相談会（福祉事務所） 

 ・法テラス 
 ・鹿児島地方裁判所種子島出張所 

子どもへの支援 
・学校、転校手続（学校教育課） 

 ・保育園、幼稚園（福祉事務所） 
 ・放課後児童クラブ 
・児童養護施設、 
・子育て支援センター 
（福祉事務所） 

 ・児童相談所 

経済的支援、行政手続支援 
・ひとり親医療費、児童扶養手当 
 児童手当（福祉事務所） 
・生活保護（福祉事務所） 
・住民基本台帳事務等における措置 
 （市民生活課） 
・年金（健康保険課） 
・税関係情報保護（税務課） 
・国民健康保険（健康保険課） 

相談を受けた機関が、

関係機関と連携し対応 

住居の確保 
・母子生活支援施設、婦人保護施設 
（福祉事務所） 

 ・公営住宅（建設課） 
 ・障がい者福祉施設（福祉事務所） 
 ・高齢者福祉施設（高齢者支援課） 

心のケア 
・心の相談（健康保険課・福祉事務所） 

 ・健康診査、予防接種（健康保険課） 
 ・医療機関 

就労支援・職業訓練 
・ハローワーク 
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配偶者からの暴力の防止及び被害者支援計画


